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１．事業概要
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（２） 現在の経営状況
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丹波篠山市介護保険サービス事業経営戦略
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　当該施設は老人福祉センターとデイサービスセンターの機能を合わせ持つ施設となっています。老人福祉センターの管理運営については、指定管
理者制度（使用料金制）を導入しており、市から指定管理料を支払っています。
　デイサービス事業の運営については、利用料金制となっているため市からの繰入は行っておりません。
　現指定管理者は、市内外で広く医療・介護サービス事業を実施している事業者であり、民間のノウハウを活かした公共サービスの提供及び効率的
な運営を行うなど経費削減を図るなど健全な経営となっています。地域に根ざした医療・介護の実践により地域住民からの信頼も厚く、安定した利用
者の確保により、介護サービス収入は安定しています。
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（３） これまでの主な経営健全化の取組

２．将来の事業環境等

（１） 介護保険サービス事業における主な取組

（２） 高齢者人口等の予測

（３） 介護需要の予測

（４） 施設の見通し

（５） 組織の見通し

地域における要支援・要介護者の日常生活を支援することを中心とした施設として次の取組を行います。
・日常生活の充実を図るため、排泄、食事、入浴などの適切な介護支援。
・身体的・精神的な活力を取り戻す又は維持・増進するため、リハビリ専門職員のよるリハビリの実施。
・生活環境などの問題を解決するため、定期的にケースワーカーやケアマネジャーを巡回配置。
・宅配弁当の配達先を拡大させ、孤立化する高齢者の生活支援及び安否確認の実施。

　現指定管理者の指定管理期間は令和2年4月1日から令和12年3月31日までの10年間となっています。指定管理期間の終了時期に合わせ、指定
管理者制度の継続や見直しの検討を行います。

　昭和63年の設置当初は市直営で運営していましたが、平成20年度より指定管理者制度を導入し、民間事業者による効果的かつ効率的なサービス
の提供とともに経費削減を図っています。

【丹波篠山市第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画概要より】
平成19年度以降被保険者数は、1万2千人前後で推移していたが、団塊の世代が65歳を迎えた平成24年度から急激に増加。R3年度をピークに前期
高齢者（65歳～74歳）は減少するが、後期高齢者（75歳以上）は、しばらく増加すると推計。

【丹波篠山市第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画概要より】
被保険者数の推移と同様の傾向であるが、平成19年度実績から令和5年度推計の伸び率を見ると、被保険者数は、1.17倍であるが、要介護認定者
は、1.45倍。65才以上でも、認定率が高い後期高齢者の割合が増加している。

　昭和63年の設置から30年余りが経過し施設の老朽化が進んだため、本年度長寿命化を図るため大規模改修工事を実施しました。今後も長寿命
化計画に基づき、計画的に施設の改修及び設備の更新を実施します。



３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

 ①

　②　収支計画のうち財源についての説明

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

　本年度、一般会計にて施設の大規模改修を実施したため、今後は設備投資の予定はありません。
　なお、デイサービスセンターにかかる修繕や設備投資（６０万円以下）は、指定管理者の負担となっています。

収支計画のうち投資についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　丹波篠山市では、高齢者人口14,181人、高齢化率34.6％（令和2年9月末現在）と高齢化が急速に進んでおり、この傾向は今後も続くことが見込ま
れています。そのため、市では高齢になっても住み慣れた地域で安心していきいきと暮らすことができるよう、介護予防事業の充実や認知症、要介
護状態にならないよう、自立促進に向けた支援を行います。また、介護が必要になった方には、適正な介護サービスの確保と提供に努めています。
　当該施設は、高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに、高齢者及びその家族に対する相談、指導等の援助を行い、高齢者福祉
の増進を図るため設置しています。
　平成20年度から指定管理制度を導入し、経営の健全化及び安定化を図りました。現指定管理者は医療・介護の分野だけでなく広く地域社会に貢
献できるよう、公共性のある社会的事業も展開し、地域社会の健全な育成を目指して施設の管理運営を行っています。
　今後も、地域において適切なサービスを提供するため、民間のノウハウを活かし、経費節減やサービスの向上を図ります。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　指定管理者から提出される実績報告書及び市で作成する指定管理者モニタリングレポートにより経
営状況などを検証し、計画の見直しを行います。

　施設の大規模修繕や高額な設備投資（６０万円以上）が生じた場合の財源については、一般会計から繰入れが想定されます。



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1 (A) 66,987 65,781 68,311 66,278 70,980 72,400 73,850 73,850 75,326 75,326 76,801 76,801

（１） (B) 66,987 62,000 64,658 65,910 67,226 68,571 69,944 69,944 71,342 71,342 72,738 72,738

ア 66,987 62,000 64,658 65,910 67,226 68,571 69,944 69,944 71,342 71,342 72,738 72,738

イ (C)

ウ

（２） 3,781 3,653 368 3,754 3,829 3,906 3,906 3,984 3,984 4,063 4,063

ア

イ 3,781 3,653 368 3,754 3,829 3,906 3,906 3,984 3,984 4,063 4,063

２ (D) 58,246 57,945 64,193 62,430 68,434 65,674 66,934 66,134 67,422 65,572 71,685 67,685

（１） 58,052 57,782 63,994 62,227 68,228 65,464 66,720 65,920 67,203 65,353 71,462 67,462

ア 47,551 47,375 48,491 49,461 50,449 51,458 52,488 52,488 53,538 53,538 54,609 54,609

イ 10,501 10,407 15,503 12,766 17,779 14,006 14,232 13,432 13,665 11,815 16,853 12,853

（２） 194 163 199 203 206 210 214 214 219 219 223 223

ア

イ 194 163 199 203 206 210 214 214 219 219 223 223

３ (E) 8,741 7,836 4,118 3,848 2,546 6,726 6,916 7,716 7,904 9,754 5,116 9,116

1 (F)

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

２ (G)

（１）

（２） (H)

（３）

（４）

（５）

３ (I)

令和11年度

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入
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本年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

令和8年度 令和9年度令和10年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他



様式第2号（法非適用企業） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

令和11年度本年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度令和10年度

(J) 8,741 7,836 4,118 3,848 2,546 6,726 6,916 7,716 7,904 9,754 5,116 9,116

(K)

(L)

(M)

(N) 8,741 7,836 4,118 3,848 2,546 6,726 6,916 7,716 7,904 9,754 5,116 9,116

(O)

(P)

(Q)
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 66,987 62,000 64,658 65,910 67,226 68,571 69,944 69,944 71,342 71,342 72,738 72,738

（T)

(U)

(V)

(W)

(X)

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 前々年度 前年度

区 分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ）

赤 字 比 率 （ ×100 ）

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

本年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計


